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資料１



月 項　目

10 ○広域計画（素案）の作成

11 ◎パブリックコメントの実施

12

1 ○広域計画（改定案）の作成

2 ◎広域連合議会において改定案の議決

3 ○公表・関係機関への周知

広域計画の改定について（案）
資料２ 
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意見募集（パブリックコメント）についてのお知らせ 

 

平成２８年１１月 

 

１ 意見募集について 

 ・大阪府後期高齢者医療広域連合では、広域連合及び関係市町村が後期高齢者医療制度

に関する事務処理を、総合的かつ計画的に処理するため広域計画を作成しています。 

 ・この度、平成２９年度から５年間の第３次広域計画の作成に向けて、「大阪府後期高齢

者医療広域連合第３次広域計画（素案）」を作成いたしましたので、これに対する皆さ

まのご意見を広く募集します。 

 ・ご意見については内容を整理し、広域連合の考え方とともに公表する予定です。 

 

２ 意見募集項目 

  「大阪府後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（素案）」 

 

  ※上記の資料は、ホームページに掲載するほか、後期高齢者医療広域連合事務局およ

び大阪府内市町村の担当窓口で閲覧できます。 

 

３ 応募対象者 

①大阪府内に在住の方、または在勤・在学の方 

②大阪府内に所在する団体 

 

４ 募集期間 

   平成２８年１１月２８日（月）から１２月２７日（火）まで 

 

５ 提出方法 

 ・所定の様式（意見提出用紙）により、郵送またはＦＡＸ、電子メール、持参の方法に

より提出してください。 

 ・電話での受付は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 大阪府後期高齢者医療広域連合「第３次広域計画」 

の作成にかかる皆さまからのご意見を募集します 
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６ 提出先 

○郵 送   〒５４０－００２８ 

        大阪市中央区常盤町１－３－８ 中央大通ＦＮビル８階 

        大阪府後期高齢者医療広域連合事務局 

 

○ＦＡＸ   ０６－４７９０－２０３０ 

 

○電子メール kouchou@kouikirengo-osaka.jp 

 

○持 参   ・募集期間中に、広域連合事務局に提出してください。 

・受付時間は、平日午前９時から午後５時３０分まで 

 

７ 記入要領 

 ○氏名又は団体の代表者氏名、勤務先・学校又は団体の名称、住所又は勤務先・学校・

団体の所在地、連絡先（電話番号等）を明記の上、ご意見を記入してください。 

 

 ・意見はできる限り、具体的に記載してください。 

・ご意見の趣旨を確認するため、連絡をさせていただく場合がありますので、ご協力く

ださい。 

・意見は日本語表記で提出してください。日本語以外の言語で提出される場合は、必ず

日本語訳を添付してください。 

 

８ 意見の取扱い 

・提出されたご意見については、広域連合の考え方とあわせて、内容を公表する予定で

す。 

・類似する内容の意見については、まとめて取り扱わせていただく場合があります。 

・単に、賛成、反対の結論のみを示したものや、内容が不明瞭なもの、募集内容以外の

ものについては、広域連合の考え方をお示しできない場合があります。 

 

９ 留意事項 

・意見の内容以外の個人情報等は公表しません。 

・個々のご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

・提出されたご意見に、誹謗や中傷など、個人、団体等の利益を害するおそれのある 

内容が含まれる場合は、受付をいたしません。 

 

１０ お問い合わせ 

   大阪府後期高齢者医療広域連合事務局 総務企画課 

    電話 ０６－４７９０－２０２９  ＦＡＸ ０６－４７９０－２０３０ 
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大阪府後期高齢者医療広域連合  

第３次広域計画  

（案）  

 

 

 

 

平成２９年１月  

大阪府後期高齢者医療広域連合  
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Ⅰ  広域計画の趣旨                             

 

平成１８年６月、健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、急速な少子

高齢化に伴う超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の一環として、後期

高齢者医療制度が創設され、平成２０年４月からスタートしました。  

後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに、すべての市町村で組織する広域連

合が制度を運営しています。広域計画は、地方自治法第 291 条の７の規定に基

づき、広域連合及び関係市町村が後期高齢者医療制度に関する事務処理を、総合

的かつ計画的に処理するために作成するものです。  

大阪府においては、平成１９年１月に大阪府後期高齢者医療広域連合（以下「広

域連合」という。）を設立し、平成１９年度から平成２３年度末までの大阪府後

期高齢者医療広域連合広域計画（第１次広域計画）を作成しました。  

その後、計画の一部改定を行い、平成２４年度から平成２８年度までの第２次

広域計画を作成して、国及び大阪府の指導の下、関係市町村と連携協力し、円滑

な事業運営を進めてまいりました。  

この度、現在の広域計画の期間が、平成２８年度で満了となることに伴い、引

き続き、広域連合と関係市町村が連携協力して、安定的な事業運営を行っていく

ため、平成２９年度から平成３３年度までの５年間の、第３次広域計画を作成す

るものです。  

 

第３次広域計画には、広域連合規約第５条の規定により、次の項目について記

載します。  

（１）後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務

に関すること  

（２）広域計画の期間及び改定に関すること  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  
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Ⅱ  後期高齢者医療制度の現状と課題                     

 

大阪府においては、平成２７年１０月１日現在、総人口は約８８３万９千人と

なっており、そのうち７５歳以上の後期高齢者は、約１０３万人になっています。

総人口に占める後期高齢者の割合は、１１．８パーセントであり、全国平均の  

１２．８パーセントと比較すると、１．０ポイント低くなっています。  

しかしながら、平成２２年１０月１日時点と比較すると、後期高齢者が約８４

万３千人から、約２２パーセント、１８万７千人増加するとともに、総人口に占

める後期高齢者の割合も、９．５パーセントから２．３ポイント上昇しています。  

また、一人当たりの後期高齢者医療費は、平成２０年度から平成２４年度まで

全国４位、平成２５年度から平成２６年度は、全国５位という高い水準が続いて

おり、全国平均との格差が広がっている状況にあります。  

 

一方、このようにより一層高齢化が進展する中で、国においては、社会保障制

度改革国民会議における審議や、平成２５年１２月の「持続可能な社会保障制度

の確立を図るための改革の推進に関する法律」において、今後の高齢者医療制度

のあり方について、現行制度を基本としながら、医療保険制度の財政基盤の安定

化や保険給付の適正化等について必要な措置を講じ、その実施状況をふまえ、必

要に応じ、見直しに向けた検討を行うとの方針が示されました。  

広域連合としましては、今後とも、国の動向を注視するとともに、大阪府は医

療費が高い水準にあり、引き続き７５歳になる高齢者が大幅に増える状況にある

ことから、被保険者が安心して医療が受けられ、地域で健康的な生活が送れるよ

う、制度の運営主体としてその役割を果たしていく必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  
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（参考）大阪府の状況  

区  分  平成２０年度  平成２２年度  平成２７年度  

総人口  （Ａ）  ８，８０６千人  ８，８６５千人  ８，８３９千人  

６５歳以上人口  （Ｂ） １，８６８千人  １，９８５千人  ２，２７８千人  

７５歳以上人口  （Ｃ）  ７６７千人  ８４３千人  １，０３０千人  

高齢化率  （Ｂ／Ａ）  ２１．２％  ２２．４％  ２６．１％  

７５歳以上比率 （Ｃ／Ａ）  ８．７％  ９．５％  １１．８％  

一人当たり後期高齢者医療費  １，０１１千円  １，０５９千円  １，０８６千円  

 

※平成２０年度及び２２年度は、総務省の都道府県年齢別人口（１０月１日現在） 

による。  

※平成２７年度は、総務省統計局「平成２７年度国勢調査結果」による。（年齢  

別割合は、年齢不詳を除いて算出。）  

※一人当たり後期高齢者医療費は、平成２０年度及び２２年度は厚生労働省の  

後期高齢者医療事業年報、平成２７年度は広域連合集計による。  
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Ⅲ  後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務   

 

１  基本方針  

 

後期高齢者医療制度は、後期高齢者が安心して医療を受けることができるよう

に、制度を安定的かつ円滑に運営するため、次の基本方針を定めます。  

 

○関係市町村との連携の強化  

後期高齢者医療制度は、広域連合がその運営主体となりますが、窓口業務など

一部の事務は関係市町村が実施します。関係市町村とより緊密な連携を図り、一

層円滑な事業運営に努めます。  

 

○医療費の適正化の推進  

医療費の増大が続く中、適切な医療の効率的な提供を図るには、医療費の適正

化が最重要課題であり、適正化に向けた取組みを積極的に推進します。  

 

○財政運営の安定化  

広域連合は、効率的で安定した財政運営を図るため、予算編成等においては、

事務事業の見直しを徹底し、最小限の経費で最大限の効果が上がるよう取り組み

ます。  

 

○住民意見の反映と住民サービスの確保  

被保険者をはじめ広く住民の意見を聴取し、制度運営に反映するよう努めると

ともに、関係市町村との連携を図り、住民サービスの確保を図ります。  

 

○個人情報の適正管理  

後期高齢者医療制度の運営に当たっては、広域連合と関係市町村の間で、住民

基本台帳情報、課税情報及び医療情報のやりとりを行うことが不可欠となります。

個人情報の取扱いに関しては、個人情報に関する保護規定やセキュリティポリシ

ーに則り、広域連合と関係市町村において、厳格に管理します。  

 

 

 

 

 

 

 

４  
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２  事業計画  

 

（１）被保険者の資格管理に関すること  

関係市町村は、被保険者の資格の取得、喪失など異動の届出等の受付事務を行

い、広域連合に送付します。  

広域連合は、提供された情報をもとに、被保険者台帳により被保険者資格を管

理するとともに、被保険者証その他の必要な証明書を被保険者に対して交付しま

す。  

短期有効期限被保険者証等の交付については、被保険者間の保険料負担の公平

性、制度に対する信頼性を確保する観点から、適切に運用します。なお、一部負

担金の負担割合の変更や広域外転出者等に係る旧被保険者証の回収については、

引き続き回収に努めます。  

 

（２）医療給付に関すること  

関係市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第５６条に規定する後期高齢者医療給付に関して、療養費、高額療養費等の支給

申請等の受付事務を行い、申請等に関する情報を広域連合に送付します。  

広域連合は、申請に対する支給決定等を行うとともに、給付情報を一元的に管

理します。  

また、後期高齢者医療給付の審査・支払及びレセプトの点検・保管、医療費通

知の実施、重複・頻回受診訪問指導の実施、ジェネリック医薬品の普及促進、第

三者行為求償、不正・不当利得への対応は、広域連合の責任において行います。 

 

（３）保険料の賦課徴収に関すること  

関係市町村が保有する被保険者に係る課税情報をもとに、広域連合が保険料を

賦課（軽減判定及び減免決定も含む。）します。なお、保険料率は、広域連合の

区域内均一とし、概ね２年間を通じ、財政の均衡を保つことができるものとしま

す。  

関係市町村は、保険料徴収及び保険料に関する申請の受付等の事務並びに滞納

整理を行います。  

保険料の収納確保は、負担の公平性の観点及び適正な制度運営の根幹にかかわ

る重要課題です。関係市町村は、収納率の向上に努めるとともに、広域連合は、

収納対策実施計画の策定や収納担当者会議の開催のほか、大阪府とともに、必要

に応じて関係市町村の取組みを支援し、保険料の収納確保に努めます。  

 

 

 

５  
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（４）保健事業に関すること  

広域連合は、厚生労働大臣の示す指針を踏まえ、関係市町村や医療機関等と連

携し、被保険者の健康の保持増進に必要な事業を行うよう努めます。  

また、保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づき、後期高齢者医療の状

況を把握し、健康診査の結果やレセプト等から得られる情報等を活用して、効果

的かつ効率的な保健事業の実施を図ります。  

 

（５）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務  

関係市町村は、（１）から（４）に付随する窓口事務等を行います。  

後期高齢者医療制度に関する住民からの相談や苦情への対応については、広域

連合と関係市町村が緊密に連携して対応します。  

また、住民に対する制度内容の周知・啓発については、各種広報媒体やホーム

ページ、パンフレット等を活用し、広域連合と関係市町村が連携協力して行いま

す。  

 

 

※「保健事業実施計画（データヘルス計画）」  

各種保健医療関連統計資料、健康診査の結果やレセプト等から得られる情報、

その他の健康や医療に関する情報を活用して、効果的かつ効率的な保健事業の

実施を図るために策定した保健事業実施計画。  

 

 

Ⅳ  計画期間及び改定                            

 

第３次広域計画の期間は、平成２９年度からの５年間とし、その後、５年を単

位に改定します。  

ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うこととします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  
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資料３－１ 
 

 

 

 

 

 

 

保険料軽減特例の見直しについては、「医療保険制度改革骨子」（平成 27 年１月 13 日社

会保障制度改革推進本部決定）に基づき、社会保障審議会医療保険部会において議論され

てきたところです。 

先般、平成 29 年度の予算政府案が閣議決定されたことを踏まえ、保険料軽減特例の見直

し内容が国から示されたことにより、平成２９年度の保険料の算定にあたっては、次のよ

うな制度改正等が実施されることになりました。 

  

趣 旨 

 この度の見直しは、後期高齢者医療制度発足時における激変緩和措置として予算措置によ

り実施されてきた保険料軽減措置について、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の

負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から見直すもの等であります。 

 

内 容 

１ 所得割額の軽減について 

保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等が 58 万円以下の被保険者に対する所得 

割額の５割軽減措置について、次のとおり、段階的に見直すことになりました。 

(1)平成 29 年度分の保険料の算定に当たっては所得割額を２割軽減とすること。 

(2)平成 30 年度以後の年度分の保険料の算定に当たっては、所得割額の軽減措置は廃止す 

ること。 

２ 被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する軽減について 

被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割額の９割軽減措置につい 

て、次のとおり、段階的に見直すことになりました。 

(1)平成 29 年度分の保険料の算定に当たっては、被保険者均等割額を７割軽減すること。 

(2)平成 30 年度分の保険料の算定に当たっては、被保険者均等割額を５割軽減すること。 

(3)平成 31 年度以後の年度分の保険料の算定に当たっては、資格取得後２年を経過する月ま 

での間に限り、被保険者均等割額を５割軽減すること。 

３ 後期高齢者医療の保険料軽減対象の拡充 

低所得者に対する保険料均等割額の軽減措置の対象となる世帯の所得基準について拡充

する。 

 ①５割軽減の基準～被保険者数に乗ずる金額を 26.5 万円から 27万円へ引き上げる。 

  ②２割軽減の基準～  〃  に乗ずる 〃を48万円から49万円へ引き上げる。 

後期高齢者医療制度における保険料の 

軽減特例等の見直しについて（概要） 
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所 得 割 ・ 均 等 割 の 軽 減  元 被 扶 養 者 の 軽 減  

※
 
保
険
料
額
は
、
平
成

28
・2

9年
度
全
国
平
均
保
険
料
率
に
よ
り
算
出
。

 
※

 
応
能
分
（所

得
割
）は

、
個
人
で
判
定
、
個
人
で
賦
課
。
応
益
分
（均

等
割
）は

、
世
帯
で
判
定
、
個
人
で
賦
課
。

 
※

 
金
額
及
び
対
象
者
数
は
平
成

28
年
度
予
算
ベ
ー
ス
。

 

後
期
高
齢
者
の
保
険
料
軽
減
特
例
の
見
直
し
に
つ
い
て

 

応 益 分  

〔 均 等 割 〕  

応 能 分  

〔 所 得 割 〕  

9
割

軽
減
 

3
80
円
 

資
格
取
得
後

2
年
間

 
3
年
目
以
降

 

16
9万

人
 

（2
33
億
円
（国

費
））

 
（1

59
億
円
（地

財
））

 

7
割

軽
減
 

 1
,1
3
0円

 

資
格
取
得
後

2
年
間

 
3
年
目
以
降

 
資
格
取
得
後

2
年
間

 
3
年
目
以
降

 

5
割

軽
減
 

1,
89
0円

 
1,
89
0円

 
1,
89
0円

 

資
格
取
得
後

2
年
間

 
3
年
目
以
降

 

1,
89
0円

 
3,
77
0円

 

[3
1
年
度
～

] 

 
 

7割
軽
減
 

5割
軽
減
 

2,
20

0円
 

9
割

軽
減
 

3
8
0円

 
8.
5割

軽
減
 

5
7
0円

 
1,
89
0円

 
3,
02
0円

 

約
32

4万
人

 
約

30
0億

円
 

約
29

0
万
人

 
約

20
1
億
円

 

約
16

0万
人

 
約

21
1億

円
 

応 能 分  
 〔 所 得 割 〕 

応 益 分  
 〔 均 等 割 〕 

8
0 

1
5
3 

1
6
8 

2
1
1 

2
2
1 

2
6
4 
年
金
 

収
入
 

(万
円

) 

※
年
金
収
入
額
は
、
夫
婦
世
帯
に
お
け
る
夫
の
年
金
収
入
の
例
（妻

の
年
金
収
入

80
万
円
以
下
の
場
合
）。

 

［
現
行
］

 

 
 

2割
軽
減
 

3,
51
0円

 

 
 

・
・
・ 

後
期
高
齢
者
の
保
険
料
軽
減
特
例
の
見
直
し
に
つ
い
て

 

特
例
的
な
軽
減

 
法
令
上
の
軽
減

 
現
在
の
保
険
料
額

 

制
度
概
要

 

○
 
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
保
険
料
軽
減
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
青
色
部
分
）
。

 
○

 
制
度
施
行
に
当
た
り
、
激
変
緩
和
の
観
点
か
ら
、
平
成

2
0
年
度
以
降
毎
年
度
、
予
算
に
よ
る
特
例
措
置
を
実
施
し
て
い
る
（
赤
色
部
分
）
。

 
○

 
軽
減
特
例
の
対
象
者
は

9
1
6
万
人
、
当
該
軽
減
に
要
す
る
費
用
は
、
国
費
が

9
4
5
億
円
、
地
財
措
置
が

1
5
9
億
円
。
（平

成
2
8
年
度
予
算
）
 

見
直
し
内
容

 

○
 
所
得
割
は
、
平
成

2
9
年
度
に
２
割
軽
減
、
平
成

3
0
年
度
に
本
則
（
軽
減
な
し
）
と
す
る
。

 
○

 
均
等
割
は
、
低
所
得
者
に
配
慮
し
て
今
般
は
据
え
置
き
と
し
、
介
護
保
険
料
軽
減
の
拡
充
や
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
と
あ
わ
せ
て
見
直
す
。

 
○

 
元
被
扶
養
者
の
所
得
割
は
、
当
面
は
賦
課
せ
ず
、
賦
課
開
始
時
期
を
引
き
続
き
検
討
。

 
○

 
元
被
扶
養
者
の
均
等
割
は
、
平
成

2
9
年
度
に
７
割
軽
減
、
平
成

3
0
年
度
に
５
割
軽
減
、
平
成

3
1
年
度
に
本
則
（
軽
減
な
し
）
と
す
る
。

 

5割
軽
減
 

2割
軽
減
 

5割
軽
減
 

5
割
軽
減
分
は

 
地
方
財
政
措
置

 

所
得
割

 賦
課
せ
ず
 

均
等
割
は
、

 

・
 
既
加
入
者
と
あ
わ
せ
て
新
規
加
入
者
に
も
特
例
適
用
。

 

・
 
介
護
保
険
料
軽
減
の
拡
充
や
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
と
あ
わ

せ
て
見
直
す
。

 

賦
課
開
始
時
期
を
引
き
続
き
検
討
。

 

[2
9
年
度

] 
[3

0
年
度

] 

5割
軽
減
 

5
割
軽
減
 

5割
軽
減
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低所得者に対する保険料の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向等を
踏まえ所要の見直しを行う。

低所得者への保険料の軽減判定範囲の拡充に係る参考資料

８．５割軽減
９割軽減

 

≪改正の内容≫（世帯の所得で判定）※【 】内は夫婦世帯、妻の年金収入80万円以下の夫の例 

 

 ① ５割軽減の見直し … 軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 

 

  （現 行） 基準額 33万円＋26.5万円×被保険者数 【年金収入 221万円以下】 

              ↓ 

  （改正後） 基準額 33万円＋27万円×被保険者数 【年金収入 222万円以下】  

 

  

 ② ２割軽減の見直し … 軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 

 

  （現 行） 基準額 33万円＋48万円×被保険者数 【年金収入 264万円以下】  

              ↓ 

  （改正後） 基準額 33万円＋49万円× 被保険者数 【年金収入 266万円以下】  

７割 軽減 
５割 軽減 

２割 軽減 

80万円 

【所
得
割
】 

【均
等
割
】 

所得割２割軽減  
（※H28年度まで５割） 

【改正後】 

168万円  221万円 

222万円 

264万円 

266万円 

対象者を拡大 

夫の年金収入 

対象者を拡大 

- 15 -



○
現
行
（
7
0
歳
以
上
）

区
分
（
年
収
）

限
度
額

（
世
帯
※
1
）

外
来

(個
人
)

年
収
約
1
1
6
0
万
～

標
報
8
3
万
円
以
上

課
税
所
得
6
9
0
万
以
上

2
5
2
,6
0
0
円
+
1
％

＜
1
4
0
,1
0
0
円
＞

年
収
7
7
0
万
～
1
1
60
万

標
報
5
3
～
7
9
万
円

課
税
所
得
3
8
0
万
円
以
上

1
6
7
,4
0
0
円
+
1
％

＜
9
3
,0
0
0
円
＞

年
収
3
7
0
万
～
7
7
0万

標
報
2
8
～
5
0
万
円

課
税
所
得
1
4
5
万
円
以
上

8
0
,1
0
0
円
+
1
％

＜
4
4
,4
0
0
円
＞

一
般

（
年
収
1
5
6
万
～
3
7
0
万
円
）

1
8
,0
0
0
円

（
年
間
1
4
.4

万
円
上
限
）

5
7
,6
0
0
円

＜
4
4
,4
0
0
円
＞

住
民
税
非
課
税

8
,0
0
0
円

2
4
,6
0
0
円

住
民
税
非
課
税

（
所
得
が
一
定
以
下
）

1
5
,0
0
0
円

○
2
段
目
（
3
0
年
８
月
～
）

○
1
段
目
（
2
9
年
８
月
～
3
0
年
７
月
）

区
分

限
度
額

（
世
帯
※
1
）

外
来

(個
人
)

現
役
並
み

5
7
,6
0
0
円

8
0
,1
0
0
円
+
1
％

＜
4
4
,4
0
0
円
＞

一
般

1
4
,0
0
0
円

（
年
間
1
4
.4

万
円
上
限
）

5
7
,6
0
0
円

＜
4
4
,4
0
0
円
＞

住
民
税
非
課
税

8
,0
0
0
円

2
4
,6
0
0
円

住
民
税
非
課
税

（
所
得
が
一
定
以
下
）

1
5
,0
0
0
円

区
分

限
度
額

（
世
帯
※
1
）

外
来

(個
人
)

現
役
並
み

（
年
収
3
7
0
万
円
以
上
）

健
保
標
報
2
8
万
円
以
上

国
保
・
後
期

課
税
所
得
1
4
5
万
円
以
上

4
4
,4
0
0
円

8
0
,1
0
0
円
+
1
％

＜
4
4
,4
0
0
円
＞

一
般

（
年
収
1
5
6
万
～
3
7
0
万
円
）

健
保
標
報
2
6
万
円
以
下

国
保
・
後
期

課
税
所
得
1
4
5
万
円
未
満

※
２

1
2
,0
0
0
円

4
4
,4
0
0
円

住
民
税
非
課
税

8
,0
0
0
円

2
4
,6
0
0
円

住
民
税
非
課
税

（
所
得
が
一
定
以
下
）

1
5
,0
0
0
円

※
１
同
じ
世
帯
で
同
じ
保
険
者
に
属
す
る
者

※
２
収
入
の
合
計
額
が
5
2
0
万
円
未
満
（
1
人
世
帯
の
場
合
は
3
8
3
万
円
未
満
）
の
場
合
も
含
む

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

○
高
額
療
養
費
制
度
は
、
家
計
に
対
す
る
医
療
費
の
自
己
負
担
が
過
重
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
医
療
機
関
の
窓
口
に
お
い
て
医
療
費
の
自
己
負
担
を
支
払
っ
て
い
た
だ
い
た
後
、

月
ご
と
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
事
後
的
に
保
険
者
か
ら
償
還
払
い
（
※
）
さ
れ
る
制
度
。

（
※
）
入
院
の
場
合
や
同
一
医
療
機
関
で
の
外
来
の
場
合
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
と
ど
め
る
現
物
給
付
化
の
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

○
自
己
負
担
限
度
額
は
、
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
る
。

制
度
概
要

見
直
し
内
容

○
第
１
段
階
目
（
2
9
年
８
月
～
3
0年
７
月
）で
は
、
現
行
の
枠
組
み
を
維
持
し
た
ま
ま
、
限
度
額
を
引
き
上
げ
。
一
般
区
分
の
限
度
額
（
世
帯
）
に
つ
い
て
は
、
多
数
回
該
当
を
設
定
。

○
第
２
段
階
目
（
3
0
年
８
月
～
）
で
は
、
現
役
並
み
所
得
区
分
に
つ
い
て
は
細
分
化
し
た
上
で
限
度
額
を
引
き
上
げ
。
一
般
区
分
に
つ
い
て
は
外
来
上
限
額
を
引
き
上
げ
。

○
一
般
区
分
に
つ
い
て
は
、
１
年
間
（
8
月
～
翌
7
月
）
の
外
来
の
自
己
負
担
額
の
合
計
額
に
、
年
間
1
4.
4
万
円
の
上
限
を
設
け
る
。
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○ 被保険者数の推移について

全被保険者数

被保険者数 対前年増減数
平成２０年４月
との比較

(再掲)現役並み
所得者

構成比

平成２０年 ４月末 人 72,092 人 9.96 ％

平成２４年 ４月末 人 36,161 人 119.47 ％ 69,506 人 8.04 ％

平成２５年 ４月末 人 38,177 人 124.75 ％ 70,304 人 7.79 ％

平成２６年 ４月末 人 26,042 人 128.35 ％ 70,109 人 7.55 ％

平成２７年 ４月末 人 35,001 人 133.18 ％ 72,850 人 7.56 ％

平成２８年 ４月末 人 45,673 人 139.49 ％ 74,169 人 7.35 ％

12月末 人 143.96 ％ 75,620 人 7.26 ％

（内訳）
７５歳以上被保険者数 ６５歳以上７５歳未満被保険者数

被保険者数 対前年増減数 被保険者数 対前年増減数

平成２０年 ４月末 人 28,040 人

平成２４年 ４月末 人 37,917 人 20,483 人 人

平成２５年 ４月末 人 39,515 人 19,145 人 人

平成２６年 ４月末 人 26,835 人 18,352 人 人

平成２７年 ４月末 人 36,062 人 17,291 人 人

平成２８年 ４月末 人 47,008 人 15,956 人 人

12月末 人 15,256 人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

76,282,862,143 75,525,747,541

78,971,004,070 78,215,351,289

80,135,160,817 79,409,296,749

98.78% 0.22%

98.93% 0.15%平成23年度

97.90%

98.02%

平成24年度

平成25年度

平成27年度

平成27年度 99.09% 0.05% 98.18%

平成26年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

64,561,650,168 63,776,952,143

723,702

1,041,857

864,632

902,809

928,851

963,852

1,009,525

883,664 -1,338 

910,499 -793 

946,561 -1,061 

993,569 -1,335 

1,026,601

695,662

844,149 -1,755 

○保険料収納率の推移について

年　度 保険料収納率

98.56% 0.16%

増減数(対前年度)

98.40%

(参考)
普通徴収収納率

96.26%

96.87%

平成20年度

66,819,810,683 66,104,658,476

74,371,811,609 73,572,718,301

平成20年度

平成21年度

58,739,480,623 57,799,571,781

60,171,938,720 59,304,409,186

(調定額と収納額）
年　度 調　定　額 収　納　額

平成21年度

平成22年度 97.24%

97.58%

97.70%98.93% 0.00%

99.01% 0.08%

99.04% 0.03%平成26年度

制度施行状況（資格管理課） 資料４－１ 
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○保険料収納方法別収納状況及び構成割合

調　定　額 円 構成割合：49.75%

収　入　額 円 構成割合：49.29%

収　納　率 %

調　定　額 円 構成割合：50.25%

収　入　額 円 構成割合：50.71%

収　納　率 %

調　定　額 円

収　入　額 円

収  納  率 %

※構成割合は、それぞれの項目を保険料合計で除した割合。

【保険料収納方法別被保険者割合】

被保険者割合

普通徴収 26.3%

特別徴収 73.7%

※平成28年10月末の被保険者数と同月の特別徴収件数を用いて算出。

○均等割額保険料の軽減措置等

適用人員

231,764人 22.5 %

181,065人 17.57 %

80,632人 7.83 %

88,990人 8.64 %

76,446人 7.42 %

658,897人 63.96 %

※平成28年度の保険料年次賦課時の人員で作成。

※上記の他、所得割軽減(5割軽減)が100,281人(9.73％）あり。

79,409,296,749

99.09

　被扶養者であった方の軽減

合　　計

　均等割額の８.５割軽減

　均等割額の５割軽減

　均等割額の２割軽減

平成２７年度

 

　被保険者に
占める割合

年　　　度

普通徴収分

39,866,714,409

39,140,850,341

99.18

　均等割額の９割軽減

特別徴収分

40,268,446,408

40,268,446,408

100.00

合　　計

80,135,160,817
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○ 市町村別短期証交付件数の推移について

項番 市町村名
短期証交付者数
(H24.8.1現在)

(人)

短期証交付者数
(H25.8.1現在)

(人)

短期証交付者数
(H26.8.1現在)

(人)

短期証交付者数
(Ｈ27.8.3現在)

(人)

短期証交付者数
(H28.8.1現在)

(人)

短期証交付者数
(H29.1.4現在)

(人)

(参考)被保険者数
(H28.12月末現

在)
(人)

1 大阪市 2,056 2,174 2,128 2,034 1,942 1,537 304,569

2 堺市 278 325 301 308 314 239 101,605

3 岸和田市 109 115 89 74 80 59 23,933

4 豊中市 235 261 232 234 214 161 47,330

5 池田市 34 47 35 52 34 22 13,158

6 吹田市 133 183 168 175 154 123 39,467

7 泉大津市 31 35 40 40 43 25 8,311

8 高槻市 122 154 111 123 165 125 46,307

9 貝塚市 34 25 28 35 23 14 10,508

10 守口市 104 111 40 156 123 104 18,683

11 枚方市 171 142 129 88 90 68 46,766

12 茨木市 65 55 59 71 59 37 28,765

13 八尾市 129 157 157 116 72 54 33,419

14 泉佐野市 19 44 34 26 34 29 12,054

15 富田林市 25 33 37 35 24 21 14,830

16 寝屋川市 149 150 163 156 161 104 28,660

17 河内長野市 24 22 29 38 29 25 15,677

18 松原市 20 25 25 20 8 3 15,986

19 大東市 124 105 106 126 113 52 14,011

20 和泉市 27 21 32 30 37 30 18,281

21 箕面市 65 44 46 83 81 68 15,135

22 柏原市 43 37 28 27 25 24 8,770

23 羽曳野市 31 29 19 21 16 14 14,867

24 門真市 34 38 57 39 58 38 15,000

25 摂津市 28 27 33 31 35 22 8,942

26 高石市 18 13 28 19 12 11 7,360

27 藤井寺市 33 38 39 32 35 20 8,281

28 東大阪市 362 457 436 325 411 239 59,182

29 泉南市 35 32 33 39 29 17 7,557

30 四條畷市 1 0 0 0 2 0 6,138

31 交野市 15 27 20 9 10 6 9,377

32 大阪狭山市 33 37 19 20 23 16 6,935

33 阪南市 10 8 17 20 20 15 7,315

34 島本町 6 11 6 5 5 5 3,545

35 豊能町 7 5 2 3 3 3 3,471

36 能勢町 3 6 5 2 2 1 1,789

37 忠岡町 13 13 12 11 10 7 2,308

38 熊取町 5 2 2 1 2 1 4,695

39 田尻町 2 0 1 0 0 0 982

40 岬町 3 3 5 2 3 2 2,883

41 太子町 5 3 4 7 5 4 1,622

42 河南町 2 1 0 1 2 2 2,335

43 千早赤阪村 0 0 0 0 0 0 1,048

合　　計 4,643 5,015 4,755 4,634 4,508 3,347 1,041,857
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（単位：人）

　◎参考
平成２７年１２月末

受診率

1 大阪市 297,160 7,508 289,652 20,379 1,174 755 22,308 7.70% 7.86%

2 堺市 97,636 2,405 95,231 9,089 0 785 9,874 10.37% 10.38%

3 岸和田市 23,189 593 22,596 2,113 0 114 2,227 9.86% 9.57%

4 豊中市 45,859 1,000 44,859 5,046 250 345 5,641 12.57% 12.51%

5 池田市 12,696 303 12,393 2,223 0 39 2,262 18.25% 18.52%

6 吹田市 38,091 914 37,177 7,832 0 119 7,951 21.39% 21.30%

7 泉大津市 7,992 249 7,743 1,159 0 43 1,202 15.52% 16.24%

8 高槻市 44,407 927 43,480 7,629 0 305 7,934 18.25% 17.90%

9 貝塚市 10,165 340 9,825 1,078 0 20 1,098 11.18% 10.63%

10 守口市 17,927 286 17,641 631 1,237 32 1,900 10.77% 3.57%

11 枚方市 44,478 823 43,655 4,186 0 274 4,460 10.22% 10.43%

12 茨木市 27,508 637 26,871 3,300 200 66 3,566 13.27% 13.92%

13 八尾市 32,207 697 31,510 3,853 0 213 4,066 12.90% 11.89%

14 泉佐野市 11,751 340 11,411 1,015 0 39 1,054 9.24% 8.86%

15 富田林市 14,312 456 13,856 2,021 0 192 2,213 15.97% 17.30%

16 寝屋川市 27,355 394 26,961 3,956 0 115 4,071 15.10% 15.64%

17 河内長野市 15,127 420 14,707 2,038 0 76 2,114 14.37% 14.13%

18 松原市 15,315 261 15,054 1,232 0 67 1,299 8.63% 8.20%

19 大東市 13,411 195 13,216 1,528 0 59 1,587 12.01% 11.52%

20 和泉市 17,671 447 17,224 3,103 0 181 3,284 19.07% 18.73%

21 箕面市 14,489 386 14,103 1,687 0 279 1,966 13.94% 15.73%

22 柏原市 8,429 193 8,236 950 0 121 1,071 13.00% 12.80%

23 羽曳野市 14,343 532 13,811 2,098 0 138 2,236 16.19% 15.96%

24 門真市 14,238 218 14,020 2,227 0 27 2,254 16.08% 16.11%

25 摂津市 8,496 239 8,257 493 487 12 992 12.01% 11.69%

26 高石市 7,138 178 6,960 695 55 38 788 11.32% 10.83%

27 藤井寺市 8,022 164 7,858 1,450 0 36 1,486 18.91% 18.95%

28 東大阪市 57,011 927 56,084 5,744 0 158 5,902 10.52% 10.57%

29 泉南市 7,335 260 7,075 559 0 133 692 9.78% 9.74%

30 四條畷市 5,866 156 5,710 501 0 26 527 9.23% 9.19%

31 交野市 8,895 132 8,763 674 0 87 761 8.68% 8.06%

32 大阪狭山市 6,663 164 6,499 978 0 40 1,018 15.66% 14.62%

33 阪南市 6,933 214 6,719 518 0 39 557 8.29% 8.27%

34 島本町 3,382 49 3,333 386 0 10 396 11.88% 9.46%

35 豊能町 3,297 119 3,178 830 0 41 871 27.41% 28.76%

36 能勢町 1,778 57 1,721 116 152 8 276 16.04% 16.62%

37 忠岡町 2,302 68 2,234 209 0 1 210 9.40% 8.22%

38 熊取町 4,446 178 4,268 252 0 71 323 7.57% 6.85%

39 田尻町 952 60 892 139 0 1 140 15.70% 11.83%

40 岬町 2,785 77 2,708 143 39 14 196 7.24% 5.98%

41 太子町 1,581 17 1,564 250 0 20 270 17.26% 16.19%

42 河南町 2,276 75 2,201 181 0 25 206 9.36% 24.34%

43 千早赤阪村 1,007 24 983 146 0 8 154 15.67% 13.19%

1,005,921 23,682 982,239 104,637 3,594 5,172 113,403 11.55% 11.44%

※対象者数は、平成２８年３月３１日現在の被保険者数から健診対象外者数を除いた数
※１２月末時点支払いベース

合　　　計

No． 市町村名 被保険者数 対象外者数 対象者数 個別健診 集団健診

平成２８年度健康診査受診状況　(H28.12月末現在）

人間ドック 合　　計 受診率
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